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は　じ　め　に

1　本書は「生活保護運用事例集（2001年版）」の改訂版です。

　前回の発行以降、国においては平成17年度から自立支援プログラム導入によ

り、従来の経済的給付を中心とする生活保護制度から被保護者世帯の自立を支援する

制度に向けてよりきめ細やかな支援体制を整備していく必要性を示しています。

　また、都内においては、被保護者自立促進事業の開始（平成17年度）、さらに国の

セーフティーネット支援対策事業の一部を取込んだホームレス自立支援事業の展開、

自立支援モデルプログラム（就労支援・精神保健福祉）の策定及び実施など、様々な

取組みが行なわれています。これらの支援業務にあたっては、従来の制度運用のみに

留まることなく、それぞれの地域事情に即した各福祉事務所の創意工夫が求められて

いるところです。

　しかしながら、生活保護法の適用実施を通じて、ナショナルミニマムとしての

最低生活保障を行なうという生活保護制度本来の意味は、何ら変わるところのな

いものといえます。本書が業務にあたって皆様の共通理解となれば幸いです。

2　本書は、東京都における生活保護制度の実施運営にあたり、要点となる事項に

ついてまとめたものです。生活保護の決定及び実施において基本となる「生活保

護手帳」　「生活保護手帳別冊問答集」　「生活保護関係法令通知集」などと併せて、

ご活用いただけますようお願いいたします。



本書の取扱いについて

1　本書は、都内の福祉事務所における生活保護事務実施にあたって、制度運用上

特に疑義照会の多い事項について、一定の指針となるように、その内容を体系的

に分析・解説した問答集です。

　従前の編集方針との違いは、　「生活保護手帳」　「別冊問答集」と重複する内容に

ついても極力、設問事項として採り上げ、より詳しく解説を試みている点です。

あわせて「索引」及び「基本用語の解説」のページを新たに追加しました。

　本書がより多くの関係事務従事者の皆様にご参照していただければ幸いです。

2　本書は、東京都福祉保健局生活福祉部保護課において、都内の福祉事務所にお

ける生活保護事務実施上の技術的助言を目的として、企画・編纂したものです。

　関係各位におかれましては、事務処理上の手引きとして、あるいは事例研究・

ケース検討及び支援方針作成などの際の参考資料として、随時ご活用ください。

　なお、本書につきまして、ご意見やご不明な点がありましたら、本都所管課宛

ご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

3　今回（2006年版）の発行にあたっては、発行時期の関係上、平成17年度

末現在の内容で原稿作成しています。したがって、障害者自立支援法をはじめ、

他法他施策に関する法改正に対応する部分は、今後の国通知等をふまえた変更点

及び追加すべき事項が予想されます。

　また、生活保護法による保護の実施要領についての平成18年度以降の改正点

も反映したうえで、今後とも適正な事務の執行が求められるところです。

　以上の点から、できるだけ早期に増補改訂版（追補版）の発行も検討しており

ますが、あらかじめご承知おきいただきたく、申し添えいたします。

平成18年3月
東京都福祉保健局生活福祉部保護課
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